
 

 

夜間景観にぎわい創出実証実験業務委託 仕様書 

 

１．件名 

夜間景観にぎわい創出実証実験業務委託 

２．委託期間 

契約締結日から令和８年３月２３日(月)まで 

３．委託場所 

半田市内一円 

４．目的 

半田市（以下「市」という。）では、中心市街地における夜間景観の質を向上

させることで、観光客や市民の賑わい創出、滞在時間の延長や宿泊客数の増加

による経済効果の拡大を目指している。本業務は、今後中心市街地エリアにお

いて夜間照明のガイドラインや整備計画を策定するにあたり、夜間照明の在り

方を検討するための実証実験を行い、照明演出の効果や課題を検証するもの。 

５．準拠法令等 

本業務の遂行に際しては、仕様書によるほか、業務に関する法令、条例、規

程、要綱等に準拠するとともに、各種指針、ガイドライン、基準等について適

宜参考にするものとする。適用法令及び適用基準は、各業務着手時の最新版を

遵守することとし、市の総合計画、都市計画マスタープラン等の関連計画との

整合を図ること。 

６．業務内容 

（１）市民参加型ワークショップの実施 

観光エリアであり、半田市を象徴する場所である半田運河周辺を含む中心市

街地エリアにおいて、住民や周辺企業を巻き込んだ夜間照明・夜間景観に関

するワークショップを実施すること。 

※ワークショップの実施に係る事前調整・準備や、ワークショップの当日運営、

片付けも含む。 

（２）照明実証実験の実施 

半田運河周辺（別紙「社会実験実施想定エリア」）を中心に、照明を仮設し

たり、変更したりする実証実験の設計及び運営を行うこと。なお、実証実験

に係る照明機材の設置・撤去及び実施期間中の管理に係る費用については、

別途予算で対応する予定であるため、以下の金額を上限とした実施想定事例

を提案すること。 

【上限金額】２０万円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※道路占用など、実証実験の実施にあたって必要な申請は発注者で行うこと

とするが、申請に必要な書類の作成は受注者で行うものとする。 

（３）レポート作成 

実証実験や調査のまとめ、今後の展望をレポートとして１部提出すること。 



 

 

なお、レポートはデータ形式でも提出すること。（PDFまたは PowerPoint） 

※電子媒体は、事前に最新のウイルスパターンによる十分なウイルス対策（チ

ェック）を実施したものを提出すること。 

７．提案限度額 

２,０００,０００円 以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

※実証実験に係る照明機材の設置・撤去及び実施期間中の管理に係る費用に

ついては、別途予算で対応する予定であるため、以下の金額を上限とした

実施想定事例を提案すること。 

【上限金額】２０万円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※この金額は、契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すため

のものである。 

※見積書に消費税を記載する場合は、消費税率を１０％とすること。 

 

８．その他留意事項 

・事業の実施にあたっては、安全管理をはじめ周辺住民や施設利用者等への十

分な配慮を行うこと。 

・本業務における成果物の原著作権及び二次著作物の著作権は、市に帰属する

ものとする。 

・本事業で得られた成果は、今後の夜間景観整備施策に活用するため、知見や

資料の公表、共有に協力すること。 

・受託者が業務の実施に伴い、受託者の責に帰すべき理由により、第三者に損

害を及ぼした場合は受託者がその損害を賠償すること。 

・業務の実施にあたって疑義が生じた場合には、市と協議を行い必要な措置を

行うこと。 

 

 

以上 
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